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福祉的就労から雇用への移行促進

（地域障害者就労支援事業）

障害者の地域における自立を支援する観点から、福祉施設等を利用する障害者の雇
用への移行促進を図るため、ハローワークが中心となり、地域の関係機関が緊密に連
携・協力して、福祉的就労から一般雇用への移行を強力に支援する事業を、平成17
年度から全国10か所のハローワークで実施しています。

副主査 

主査 

副主査 

支援関係者・専門機関 

福祉施設等 
○　授産・更生施設、小規模作業所 

○　医療保健福祉機関 

○　盲・聾・養護学校 

○　精神障害者社会適応訓練等 

○　障害者団体、障害者支援団体 

○　地域障害者職業センター 

○　障害者就業・生活支援センター 

○　障害者雇用支援センター 

○　職業能力開発校 

○　障害者地域生活支援センター 

○　福祉事務所　等 

・　専門援助部門が担当 
・　就労支援コーディネーターを配置し、 
　　関係機関と調整 
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福祉施設等での訓練と事業所
での実習を組み合わせた「組
合せ実習」も活用 

就職に向けた取組み 就職 
企業 

職場生活 
職業生活の 
安定 

就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援 

ろう 

◎地域障害者就労支援チームによる支援

事業の概要

福祉施設等を利用する障害者のうち就職を希望する者を対象に、ハローワークが中心と
なって当該福祉施設等をはじめとする地域の支援関係者からなる「障害者就労支援チーム」
を設置し、就職に向けた準備から職場定着までの一連の支援を行います。

◎福祉施設等での訓練（作業）と事業所での実習を組み合わせた就労支援の実施

就職及び職業生活に対する不安の解消及び職業準備性の向上を図るため、福祉施設等に
おいて訓練（作業）に従事している障害者に、福祉施設等における訓練（作業）を継続さ
せつつ、週１～３日程度、事業所における実習を行います。


